
函館市ＥＣ活用支援事業補助金交付要綱を廃止する要綱 

 

 函館市ＥＣ活用支援事業補助金交付要綱（令和５年８月２日制定）は，廃止す

る。 

   附 則 

１ この要綱は，令和８年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行前にこの要綱による廃止前の函館市ＥＣ活用支援事業補助金

交付要綱（以下「廃止前の要綱」という。）に基づいて補助金の交付を決定し

た事業については，廃止前の要綱は，なお効力を有する。  


